
亀山市選挙管理委員会告示第２号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第５項の規定による選挙人名簿に登

録されている者の総数の５０分の１、６分の１及び３分の１の数は、次のとおりである。 

 

  令和８年１月２６日 

 

亀山市選挙管理委員会       

委員長  山 内 秀 喜    

 

 

 

        ５０分の１の数         ７８０ 

 

         ６分の１の数       ６，４９５ 

 

         ３分の１の数      １２，９８９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


